
医療法人健生会　みどり訪問看護ステーション

＜基本情報＞

管理者　　　福田雪絵

標榜科目　　内科・呼吸器科・循環器内科・胃腸内科・放射線科・精神科

診察曜日　　月曜日～土曜日

診察時間　　８時３０分～１６時
　　　　　　８時３０分～１３時（土曜日）
　　　　　　
　　　　　　但し、国民の休日・年末年始は除きます。

下記のものを実施するにあたり厚生労働大臣の定める施設基準に適合している旨を地方厚生局長に届け出ている保健医医療機関です。

〇　在宅療養支援診療所
〇　在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
〇　在宅がん医療総合診療料
〇　地方包括診療加算
〇　明細書発行体制加算
〇　外来後発医薬品使用体制加算
〇　機能強化加算
〇　がん性疼痛緩和指導管理料
〇　外来感染対策向上加算
〇　連携強化加算
〇　在宅医療情報連携加算
〇　医療DX推進体制整備加算
〇　在宅医療DX推進体制整備加算
〇　訪問看護DX推進体制整備加算　

平成18年4月1日　届出受理
平成18年4月1日　届出受理
平成18年4月1日　届出受理
平成30年4月1日　届出受理
平成28年1月1日　届出受理
平成30年4月1日　届出受理
平成30年4月1日　届出受理
平成30年4月1日　届出受理
令和6年6月1日　  届出受理
令和4年9月1日       届出受理
令和6年6月1日       届出受理
令和6年6月1日       届出受理
令和6年7月1日       届出受理
令和7年1月1日       届出受理

＜個人情報保護法＞

患者様の個人情報保護に全力で取り組んでいます。当院は、個人情報保護法を以下の目的に利用し、
その取り扱いには最新の注意を払っています。
個人情報の取り扱いについてお気付きの点は窓口までお気軽にお申し出ください。

当院における個人情報の利用目的
〇医療提供
◆当院での医療サービスの提供
◆他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション
◆介護サービス事業者等との連携
◆他の医療機関等からの照会への回答
◆患者さんの診療のため、外部の医師などの意見・助言を求める場合
◆検体検査業務の委託、その他の業務委託
◆ご家族等への病状説明
◆その他、患者さんへの医療提供に関する利用
〇診療費請求のための事務
◆当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務およびその委託
◆審査支払機関へのレセプト提出
◆審査支払機関又は保険者からの照会への回答
◆公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
◆その他、資料・介護・労災保険・および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
〇当院の管理運営業務
◆会計・経理
◆医療事故等の報告
◆当該患者さんの医療サービスの向上
◆入退院等の病棟管理
◆その他、当院の管理運営業務に関する利用
〇企業などから委託を受けて行う健康診断における、企業等へのその結果の通知
〇医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社などへの相談又は届出
〇医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
〇当院内において行われる医療実習への協力
〇医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
〇外部監査機関への情報提供

付記
1、上記のうち、他の医療機関への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
2、お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3、これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。

＜地域包括診療加算に関するご案内＞

　◆当院は健康相談に応じています。
　◆当院は敷地内禁煙を実施しています。敷地内での喫煙はご遠慮下さい。
　◆当院は介護保険制度の利用などに係る相談に応じています。
　◆当院は在宅医療を実施しています。
　また、地域包括加算を算定する患者さんからの問い合わせには 24時間対応しています。

＜外来後発医薬品使用体制加算について＞

　◆後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用を積極的に取り組んでいます。後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先発医薬品（新薬）特
許が切れた後に発売される、先発医薬品と同じ成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。

＜「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について＞

◆医療の統計課や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成 28年1月1日より、領収書の発行の際に、個別の診療報酬
の算定項目の分かる明細書を発行することとしました。明細書には、使用した薬剤の名称や、行われた検査の名称が記載されるもので
すので、その点、ご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出ください。

＜時間外診療時間に関して＞

◆当院は厚生労働省の趣旨に則り、平日午後 6時以降も診療を行う診療所として届出しています。
当院の診療時間は、平日 9時～13時、午後 4時～19時（月曜・水曜・金曜）（土曜日の午後及び日曜日・祝日は休診、急患を除く）です。平日の午後 2
時～午後 4時は訪問診療を実施しています。なお、平日の午後 6時以降に受診された方は、窓口のお支払い金額が変わることがあります。

＜機能強化加算に関するご案内＞

◆当院は地域におけるかかりつけ医として、健康診断の結果等の健康管理にかかる相談、保険・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問い合
わせへの対応および必要に応じた専門医または医療機関への紹介を行っています。また、医療機能情報提供制度を利用してかかりつけ医機能を
有する医療機関が検索可能であることを掲示しています。

＜院内案内図および避難経路＞

◆1階　診察室・受付・面談室・放射線室・トイレ（ 2箇所）
◆2階　デイルーム・リハビリ室・浴室・トイレ
◆3階　内視鏡室・面談室・厨房・食堂・トイレ（ 2箇所）

＜在宅医療情報連携加算について＞

◆当院では往診や訪問診療に対応しています。
　患者さんのご自宅に定期的に訪問して診察することができます。寝たきりなどで通院がしづらい方、病院から退院して自宅療養中の方など、患者さ
んの状況に応じて対応します。ご不明な点などはご相談ください。
◆他の医療施設、介護サービス事業者と連携しています。
　当院では他の医療機関、介護サービス事業者と、 ICTツール（メディカルケアステーション※）による連携体制を構築しております。患者さまの同意の
上、患者さまの治療やケアに関する情報などを連係機関と常時共有しています。
◆連携機関
　外科野﨑病院、中村クリニック、安藤医院、岸田内科、長田医院、まえだクリニック、宮本クリニック、おおば内科クリニック
※メディカルケアステーションとは
　患者さまの治療やケアに必要な情報を関係職種間でインターネットによりリアルタイムに共有する ICTツールです。厚生労働省のガイドラインに準拠
したセキュリティで大事な情報を守ります。

＜医療DX推進体制整備加算に係る掲示＞

当院は、医療ＤＸを通じた室の高い診療提供を目指しています。
◆オンライン請求を行っています。
◆オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して
　診療をできる体制を実施しています。
◆マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◆電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取り組みを実施してまいります。（今後導入予定）

＜在宅医療DX推進体制整備加算に係る掲示＞

＜訪問看護医療DX推進体制整備加算に係る掲示＞

当院は、在宅医療ＤＸを通じた室の高い診療提供を目指しています。
◆オンライン請求を行っています。
◆オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して
　診療をできる体制を実施しています。
◆マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◆電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取り組みを実施してまいります。（今後導入予定）

当院は、訪問看護医療ＤＸを通じた室の高い診療提供を目指しています。
◆オンライン請求を行っています。
◆オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報を、診察室で閲覧又は活用して
　診療をできる体制を実施しています。
◆マイナ保険証利用を促進するなど、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
◆電子処方箋の発行や電子カルテ共有サービスなどの取り組みを実施してまいります。（今後導入予定）

＜がん性疼痛緩和指導管理料＞

◆当院はがん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供しています。

◆当院は院内でのトリアージ（病状の重篤度による優先順位付け）を実施しております。
　このたび、院内でのトリアージ実施に伴い、以下の通り料金を設定させていただきます。　 　
　トリアージ実施料：【料金表記】
　ご不明点やご質問がございましたら、受付までお気軽にお問い合わせください。

＜院内トリアージ実施料について＞

＜外来感染対策向上加算について＞

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っています。
◆感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進しています。
◆院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年 2回実施します。
◆感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウィルス感染症など）が疑われる場合は、一般診療の方と同線を分けた診
療スペースを確保して対応します。
◆標準的感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれに沿って院内感染対策を推進していき
ます。
◆感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバイスを受け、院内感染対策の向上に
努めます。

＜介護職員処遇改善について＞

入職促進に向けた取り組み。
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上、キャリアップに向けた支援
◆働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者
に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
◆研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動。
両立支援・多様な働き方の推進
◆業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
腰痛を含む心身の健康管理
◆短時間勤務者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
◆事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備
生産向上のための業務改善の取組
◆業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
やりがい・働きがいの醸成
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改
善等により、
福田診療所通所リハビリテーションは介護職員処遇改善加算Ⅰ及び
介護職員等特定処遇改善加算 II及び介護職員等ベースアップ等支援加算を、
介護老人保健施設は介護職員処遇改善加算 I及び介護職員等特定処遇改善加算 I及び
介護職員等ベースアップ等支援加算をヘルパーステーションは介護職員処遇改善加算Ⅰ及び
介護職員等特定処遇改善加算 II及び介護職員等ベースアップ等支援加算を届け出ています。

＜生活習慣病管理料について＞

　◆高血圧症、脂質異常症、糖尿病に関して療養指導に同意した患者さまが対象です。
　◆当院では患者さんの状態に応じ、 28日以上の長期の処方を行うこと、リフィル処方せんを発行することの
　　いずれの対応も可能です。長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。
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